
平成３０年第１回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

 

１ 開催日時  平成３０年１月２４日（水） 午前９時００分 

２ 開催場所  三種町役場 第３会議室 

３ 出席委員  近藤 範夫、田村 明、川田 耕司、加賀谷 得子 

４ 欠 席 者  なし 

５ 事 務 局  書記長 腰丸 豊 

書 記 三浦 保、門間 淳子、近藤 一仁 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

（１）協議第１号 任期満了に伴う三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙の日程 

について 

 【追加議案】 

 （１）議案第１号 ９０日特例の規定により同時に選挙を行うことについて 

 （２）議案第２号 三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙の期日等について 

 

午前８時５８分開会 

 

腰丸書記長  おはようございます。ただ今から、平成３０年第１回三種町選挙管理委

員会を開会いたします。はじめに、委員長からあいさつと、その後の進行

方よろしくお願い致します。 

近藤委員長  遅ればせながら、皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願い致します。 

       いよいよ年も明けまして、町長選挙、議会議員選挙、ちらほら話もでて

きているようです。今日はその日程等について協議していきたいと思いま

すので、ご協力の程お願い致します。 

       それでは、本日の議事録署名委員の指名ということで、田村委員と川田

委員にお願いしたいと思います。 

       それでは、案件の方に入ります。 

協議第１号「任期満了に伴う三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙

の日程について」でございます。 

この日程協議につきまして、前回の協議に沿って申し上げますと、まず、

町長選挙と議会議員の選挙をそれぞれ単独で実施するのか、それとも、２

２年、２６年と同様に「同時選挙」で実施するのか。これが１点目として

ございます。さらに、これを踏まえまして、「選挙期日」をどう絞り込ん

でいくか。これが２点目となります。 

この２点について、再度、ご協議いただきたいと思います。 

なお、本日の協議の結果、本委員会として一定の方向付けができた場合



につきましては、追加提案として、選挙日程等の議案をお諮りしたいと考

えております。 

この進め方について、皆さんのご意見を伺いたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

（「異議なし。」の声あり。） 

       ご異議等ないようですので、ただ今ご説明したような形で、本日の委員

会を運営させていただきますので、ご協力をお願い致します。 

       それでは、協議に入らせていただきます。 

まずは事務局の方から、前回の要点等で結構ですので、説明をお願いし

たいと思います。 

 

       （以下、資料に基づき説明後、協議。） 

 

近藤委員長  冒頭申し上げましたが、ただ今ご協議いただいた結果をもとに、事務局 

より追加提案がございます。準備がございますので、暫時休憩とさせてい 

ただきます。 

 

      （休憩） 

 

午前９時３０分再開 

 

近藤委員長  会議を再開致します。 

       前段の協議に基づきまして、事務局より追加提案がございます。 

はじめに、議案第１号「９０日特例の規定により同時に選挙を行うこと

について」、事務局より説明をお願いします。 

門間書記   はい。議案第１号「９０日特例の規定により同時に選挙を行うことにつ

いて」。 

公職選挙法第３４条の２第４項において準用する同条第１項の規定を

適用し，同項に定める期間に，任期満了による三種町長選挙と任期満了に

よる三種町議会議員一般選挙を同法第１１９条第１項の規定により同時

に行う。 

       内容について、ご説明致します。 

三種町長及び三種町議会議員の任期満了による選挙については，公職選

挙法第３３条第１項により，それぞれの任期が終わる日の前３０日以内に

行うこととなっております。 

しかしながら、町長の任期満了の日が、議会議員の任期満了の日前９０

日に当たる日から議会議員の任期満了の日の前日までの間にありますの

で、「９０日特例」の適用が可能となることから任期満了による三種町長



選挙と三種町議会議員一般選挙におきましては、投票率の向上と有権者の

利便の向上、選挙執行経費の節減等のメリットを追求するため、法第３４

条の２第４項に規定される、９０日特例の適用の下、法第１１９条第１項

により同時に執行したいとするものです。 

本件につきましては同法３４条の２第２項により告示事項とされてお

りますので、可決いただいた場合は、すみやかに告示を行います。 

説明については以上となります。 

近藤委員長  ありがとうございました。 

       ただ今の説明について、質問、ご意見等ございましたらご発言をお願い

します。 

      （「ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、議案第１号「９０日特例の規定により同時に選挙を行うこと

について」、採決致します。本案は，原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

      （「異議なし。」の声あり。） 

近藤委員長  ご異議ないようですので、議案第１号については、原案どおり決定する

ことと致します。 

近藤委員長  次に、議案第２号「三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙の期日等

について」、事務局より説明をお願いします。 

門間書記   はい。議案第２号「三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙の期日等

について」。 

       公職選挙法第３４条の２第４項において準用する同条第１項の規定に

より、三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙を次のとおり同時に行う

ものとし、その期日を平成３０年５月８日に告示する。 

１ 選挙期日 平成３０年５月１３日 

       第１号議案の可決により，任期満了による三種町長選挙と三種町議会議

員一般選挙につきまして、公職選挙法第３４条の２第４項に規定する９０

日特例を適用した同時選挙とすることをご決定頂きました。 

特例を適用することにより町長と議会議員の選挙の同時執行が可能な

日が７日間あり、期日の決定につきましては、町長の任期期間中が望まし

いということで選挙期日を平成３０年５月１３日（日）、告示日をその５

日前の同月８日とすることが最も望ましいと考えるものです。 

説明については以上となります。 

近藤委員長  ありがとうございました。 

       ただ今の説明について、質問、ご意見等ございましたらご発言をお願い

します。 

      （「ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、議案第２号「三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙の期



日等について」採決致します。 

本案は，原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

      （「異議なし」の声あり。） 

近藤委員長  ご異議ないようですので、議案第２号については、原案どおり決定する

ことと致します。 

       以上で、本日の追加提案２件についての審議を終わります。 

近藤委員長  それでは、その他としまして、事務局から何かございましたらお願いし

ます。 

腰丸書記長  はい。私の方から一つだけお願いがございます。 

      まずは、選挙期日等決定いただきましてありがとうございます。 

選挙期日が確定したことで、今後選挙に関して、マスコミ報道や地域に 

おける選挙の話題などもにぎやかになってくるかと思われます。 

皆さんご承知のように、選挙運動は、１８歳以上であれば誰でも出来る 

のが原則となっておりますが、選挙の公正を確保するため、一般職の公務 

員や、裁判官・検察官・警察官などの特定公務員は、公職選挙法の規定に 

より選挙運動ができないこととなっております。 

委員の皆さんにつきましても選挙管理委員会委員という立場上、特定公 

務員に当たりますので、公務執行の厳正を確保するため一切の選挙運動を 

禁じられております。 

特に町の選挙執行となれば、地域の関心も高くなることと思いますので、 

今後マスコミや地域内での活動等につきまして、職務の公平性の観点から、 

誤解を招くことのないよう中立の立場での対応をぜひお願いしたいと思 

います。 

近藤委員長  はい。今事務局からのお願いがありました。関心も高いこともあります

ので、我々も気をつけていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

門間書記   私の方からは、議案集７頁目の方で、今後の日程について説明致します。 

      （以下、資料に基づき説明）。 

三浦書記   補足しますが、立候補予定者説明会を３月２０日の週を予定しています。 

現職議員に対しては個別に通知しますが、委員の皆さまにご報告する前 

に、マスコミ等で説明会等の日程が報道される場合もあるかと思いますが、 

その点はご了承くださるようお願い致します。 

近藤委員長  委員の皆さんから何かありませんか。 

       事務局の皆さんにはこれからいろいろと忙しくなると思いますが、準備

等よろしくお願い致します。 

他になければ、これで本日の委員会は閉会したいと思います。どうもお 

疲れさまでした。 

 

午前９時４０分閉会 



 

 

 

 

 

 

 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 
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      署名委員                   

 


